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Ｑ１．「骨太の方針 2017」のポイントは何ですか？ 

  日本では高齢化の進展を背景に、今後、労働供給が減少すると見込まれてお

り、それとともに経済成長率が低下する可能性があります。そうした中、生

産性向上を通じて、経済成長率を引き上げることが課題となっています。  

  「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）2017」には、「人材への投資

を通じた生産性向上」という副題がついているように、生産性を引き上げる

ための施策が盛り込まれています。その中心に位置付けられているのが「働

き方改革」と「人材投資・教育」です。  

  「働き方改革」では、同一労働同一賃金の実現に向けて、正規雇用労働者と

非正規労働者の間の不合理な待遇差の解消に向けて取り組むとされています

（図表１）。雇用形態にかかわらず、公平な処遇を受けることができるように

なれば、多様な働き方を自由に選択できるようになります。政府は、日本か

ら「非正規」という言葉を一掃することを目指すとしています。  

  また、長時間労働の是正に向けて、時間外労働の限度を具体的に定める法律

の改正を行うこととしています。具体的には時間外労働時間の限度を、原則

として、月 45 時間、かつ、年 360 時間とし、違反した場合は、特例の場合を

除いて罰則を科すとしています。また、労働時間規制の執行の強化のため、

労働基準監督官の業務を補完できるよう、民間活用の拡大を図るとしていま

す。  

  さらに、柔軟に働きやすい環境を整備するために、副業・兼業について、労

働者の健康に留意しつつ、原則認める方向で、普及促進を図るとしています。  

  「人材投資・教育」に関しては、世代を超えた貧困の連鎖を断ち切り、誰も

が活躍できる一億総活躍社会の実現のためには、教育が果たすべき役割が大

きいとしています。そして、多様な教育がすべての国民に真に開かれたもの

としなければならないとの考えの下、その第一歩として、幼児教育・保育の

早期無償化や待機児童の解消に向け、安定的な財源の確保の進め方を検討し、

年内に結論を得るとしています。また、高等教育を含め、社会全体で人材投

資を抜本強化するための改革のあり方についても早急に検討を進める方針で

す。  

 

図表１．働き方改革の概要  

 

 
○ 同一労働同一賃金 ○ 保育、介護の受け皿を整備

⇒ 正規雇用と非正規雇用の間の不合理な待遇差を解消 ⇒ 子育てや介護と仕事を両立

○ 時間外労働の上限を明確化 ○ 女性、若者、高齢者、障害者の就労を支援

⇒ 長時間労働を是正 ⇒ 誰もが活躍できる社会

○ テレワーク、副業・兼業のルールづくり ○ 高度外国人材を積極的に受け入れ

⇒ 柔軟な働き方が可能に ⇒ 高度な技術・知識をイノベーションに活かす

（出所）内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2017～人材への投資を通じた生産性 の向上～　概要」
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Ｑ２．人材投資・教育のための財源はどのようにして確保するのですか？ 

  「骨太の方針 2017」では、幼児教育・保育の早期無償化や待機児童の解消に

向けた安定的な財源確保のための選択肢として、財政の効率化、税、新たな

社会保険方式の活用があげられています。  

  新たな社会保険方式とは、自民党の若手議員を中心に構成された「 2020 年以

降の経済財政構想小委員会」で提案されている「こども保険」が念頭にある

と考えられます。同小委員会の提案によると、年金、医療、介護には社会保

険があるが、子育てには保険がないことから、子どもが必要な保育・教育を

受けられないリスクを社会全体で支えるものとして「こども保険」が必要と

いうわけです。  

  消費税率は 2019 年 10 月に 10％に引き上げることが決まっていますが、その

使途はすでに決まっています。また、消費税はその使途が見えづらいのに対

して、こども保険は給付と負担の関係が明確であると、同小委員会の資料で

述べられています。  

  新たな社会保険方針の導入の背景には、近年の社会保険料の変更もあると考

えられます。失業等給付の雇用保険料は 2016 年度と 2017 年度に 0.1％（労

働者と事業主の合計で 0.2％）ずつ引き下げられています。また、年金保険

料は毎年引き上げられてきましたが、2017 年 9 月に 9.15％で固定されます（労

働者と事業主の合計で 18.3％）。このため、今後、年金保険料については負

担が増えなくなります。  

  こども保険は、具体的には労働者および事業主に対して、それぞれ保険料と

して 0.1％ずつ年金保険料率に上乗せすることが検討されています（国民年

金加入者の場合は月 160 円の加算）。これにより、約 3400 億円の財源を確保

することができ、未就学児の児童手当の上乗せによって幼児教育・保育の負

担を軽減することができるとされています。  

  そして、将来的には、医療介護の給付改革を徹底的に行い、現役世代の社会

保険料負担の抑制に取り組み、改革に目処が立った時点で、0.5％に引き上げ

ることが検討されています。これにより約 1.7 兆円の財源を確保することが

でき、幼児教育・保育を実質的に無償化することが可能とされています。  

  もっとも、こども保険は、保険であるにもかかわらず、子どもがいない人や

子育てが終わった人は保険料を払うものの、給付を直接受けることはありま

せん。また、負担が現役世代に偏っているという意見もあります。このよう

に、こども保険についても、議論がないわけではありません。  

  安定的な財源の確保の進め方については年内に結論を得るとされていること

から、今後、こども保険の導入を含め議論が本格化すると考えられます。  
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Ｑ３．成長戦略ではどのようなことに取り組むのですか？ 

  政府は、成長戦略を推進することで、約 540 兆円の名目ＧＤＰを 600 兆円に

拡大させることを目指しており、そのための具体的な施策として「未来投資

戦略 2017」を新たに打ち出しました。この中で、政府は、中長期的な成長の

実現の鍵は、 IoT、ビッグデータ、人工知能（ AI）、ロボット、シェアリング

エコノミーなどといった第 4 次産業革命のイノベーションをあらゆる産業や

社会生活に取り込むこととしており、それによって「 Society 5.0」の実現を

目指そうとしています。Society5.0 とは、①狩猟社会、②農耕社会、③工業

社会、④情報社会に続く、人類史上 5 番目の新しい社会のことであり、革新

的技術を活かして一人一人のニーズに合わせたサービス提供によって社会課

題を解決できる社会であるとしています。  

  「未来投資戦略 2017」では、日本の強みを活かすことができるか、日本が抱

える問題の解決に寄与するか、国内外で成長が見込まれる分野であるかとい

った観点から、「健康寿命の延伸」、「移動革命の実現」、「サプライチェーンの

次世代化」、「快適なインフラ・まちづくり」、「 FinTech」の 5 つを戦略分野と

し、政策資源を集中的に投入していくとしています（図表２）。  

 

図表２．「未来投資 戦略 2017」における取り組みの例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  また、規制が存在するためにイノベーションが停滞することがあります。規

制制度の改革に向けては、規制当局は、規制改革に必要なデータ等が提示さ

れなければ制度改革に踏み切れない一方、事業者は、規制が存在しているた

めに、制度改革に必要なデータを得ることができない状況となっています。

こうした悪循環を改善するため、参加者や期間を限定して現行の規制を一時

的に停止し、「まずはやってみる」ことを認める仕組みとして、規制の「サン

ドボックス」制度を創設することとしています。サンドボックスとは砂場の

1 健康寿命の延伸

・ かかりつけ医等による対面診療と組み合わせた効果的・効率的な遠隔診療の促進

（次期診療報酬改定において位置付け）

2 移動革命の実現

・ 2020年に高速道路（新東名）で後続無人での隊列走行を実現、2022年に商業化を目指す

3 サプライチェーンの次世代化

・ サプライチェーン全体でデータ等を活用し更なる迅速・高精度な「すり合わせ」開発を可能とすべく、

車両の性能評価に係るシミュレーションモデルの構築を目指し、産学が連携して取り組む

4 快適なインフラ・まちづくり

・ インフラ点検及び災害対応ロボットの評価基準や試験手法等を2017年度中に策定

5 FinTech

・ FinTech企業や金融機関等が、前例のない実証実験を行おうとする際に抱きがちな躊躇・懸念

（コンプライアンスや監督対応上のリスク）を払拭するため、FinTechに係る実証実験を容易化する

ための措置を講ずる

（出所）未来投資会議「未来投資戦略2017」より作成
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ことであり、規制のサンドボックス制度とは、子どもが自由に遊ぶ砂場のよ

うに、事業者が試行錯誤する場を設けることです。英国においては FinTech

分野で導入された政策です。  

  このほか、イノベーションを促進するために、官民を挙げて研究開発投資を

推進するとともに、企業・大学・国立研究開発法人等によるオープンイノベ

ーションを推進していくとしています。政府の研究開発投資についてはＧＤ

Ｐ比で１％にすることを目指す方針です。  
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Ｑ４．財政健全化目標は達成できるのでしょうか？ 

  政府は、これまで財政健全化に向けて、「国と地方を合わせた基礎的財政収支

について、2020 年度までに黒字化、その後の債務残高対ＧＤＰ比の安定的な

引下げ」を目指していました。「骨太の方針 2017」での財政健全化目標は、

基礎的財政収支を 2020 年度までに黒字化し、同時に債務残高対ＧＤＰ比の安

定的な引下げを目指す、に変更されました。財政健全化目標において、債務

残高対ＧＤＰ比がこれまでよりも重視されるようになったと言えます。  

  国と地方を合わせた基礎的財政収支は改善が続いているものの、2015 年度は

ＧＤＰ比－ 3.0％と赤字が続いている状況です。内閣府の試算によると、名目

経済成長 率 が ３ ％ 以 上 に 高 まる 経済 再生ケー スに おい て、消費 税率を 2019

年 10 月に引き上げたとしても 2020 年度の基礎的財政収支のＧＤＰ比は－

1.4％であり、黒字化の達成は難しいと見込まれます（図表３）。  

 

図表３．内閣府による基礎的財政収支の試算  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  他方、基礎的財政収支の改善が続いていることや、日本銀行の金融緩和政策

によって利払い負担が減っていること、名目ＧＤＰ成長率が高まったことを

背景に、近年、債務残高対ＧＤＰ比は上昇のペースが鈍化しています（図表

４）。内閣府の試算によると、経済成長率が潜在成長率並みにとどまるベース

ラインケースでは今後数年間、債務残高対ＧＤＰ比は概ね横ばいで推移し、

経済再生ケースでは基礎的財政収支は赤字にもかかわらず、債務残高対ＧＤ

Ｐは低下する見込みとなっています。こうした試算からは、債務残高対ＧＤ

Ｐ比の安定的な引き下げは、2020 年度の基礎的財政収支の黒字化と比較する

と、達成に向けたハードルは低いと言えそうです。  

  基礎的財政収支の黒字化を達成するためには、名目ＧＤＰがいくら拡大して
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経済再生ケース：中長的な経済成長率は実質2％、名目3％以上

ベースラインケース：中長的な経済成長率は実質1％弱、名目1％半ば程度

（GDP比、％）

（年度）

（出所）内閣府「中長期の経済財政に関する試算」（2017年1月）
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も、歳出を歳入よりも小さい規模に抑制する必要があります。これに対して、

債務残高対ＧＤＰ比は、債務残高が増えても名目ＧＤＰの増加のペースがそ

れを上回れば、低下することになります。  

  したがって、債務残高対ＧＤＰ比の引下げに向けては、名目ＧＤＰ成長率が

高まれば、達成しやすくなります。このため、高い経済成長を実現すること

が財政健全化目標の達成につながるとして、歳出を拡大させやすくなり、財

政規律が緩むという懸念があります。  

  もっとも、基礎的財政収支の黒字化の目標が維持される限りは、そうした財

政規律の緩みに対して歯止めがかかると考えられます。2020 年度までの基礎

的財政収支の黒字化は困難な状況であり、いずれ、新たな財政健全化目標が

定められることになるでしょうが、その場合でも基礎的財政収支の黒字化の

目標は堅持すべきでしょう。  

 

図表４．内閣府による債務残高の試算  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ ご利 用 に際 して －  

  本 資 料 は、 信 頼 できると 思 われる各 種 デー タに基 づいて作 成 されていますが、当 社 は その正 確 性 、完

全 性 を保 証 するものではありません。  

  ま た 、 本 資 料 は 、 執 筆 者 の 見 解 に 基 づ き 作 成 さ れ た も の で あ り 、 当 社 の 統 一 的 な 見 解 を 示 す も の で

はありません。  

  本 資 料 に 基 づ く お 客 様 の 決 定 、 行 為 、 及 び そ の 結 果 に つ い て 、 当 社 は 一 切 の 責 任 を 負 い ま せ ん 。 ご

利 用 にあたっては、お客 様 ご自 身 でご判 断 くださいま すようお願 い申 し上 げ ます。  

  本 資 料 は 、 著 作 物 で あ り 、 著 作 権 法 に 基 づ き 保 護 さ れ てい ま す 。 著 作 権 法 の 定 め に 従 い 、 引 用 す る

際 は、必 ず 出 所 ： 三 菱 ＵＦ Ｊリサーチ＆コンサルテ ィングと明 記 してください。  

  本 資 料 の 全 文 また は 一 部 を 転 載 ・ 複 製 する 際 は 著 作 権 者 の 許 諾 が 必 要 です ので、 当 社 までご 連 絡

ください。  
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（出所）内閣府「中長期の経済財政に関する試算」（2017年1月）、財務省資料、総務省「地方財政

白書」等より作成


